
相談支援とは、障がい児等が、さまざまなサービスを利用しながら、地域の中でその人らしい暮らしを続けていくために、あらゆる相談を受け止め、

常に本人の立場に立って、「望んでいることは何か」「何を支援すればよいか」「支援をするときに地域の社会資源はどんな状況か」など、さまざまな

視点をもって、本人を中心に、家族、支援者、行政等とネットワークを構築しながら行う支援です。

障がいのある子どもの親自身が利用できるサービスの情報を得て、自ら利用手続きを行い、適切にサービスを活用していくことは、さまざまなサービ

スが地域に広く散在していたり、必要なサービスが地域に不足しているといったこともあり、なかなか困難なことです。

相談支援専門員は障がい児やご家族等に寄り添いながら、その人に適した障がい福祉サービスなどの情報を広く提供したり、必要なニーズをアセスメ

ントし、活用できるサービスについてわかりやすく説明します。

総合的な支援計画 ( サービス等利用計画 ) を作成し、その計画に

沿って複数のサービスを調整し、一体的・総合的なサービス提供

を確保するのが相談支援専門員の役割です。

相談支援専門員とは

 ・困りや悩みの解決方法を一緒に

  考えます。

・サービス等利用計画の作成を行います。

  ・地域の資源との連携、協力

保育園・幼稚園

医療機関・療育センター

・ST 訓練・OT 訓練
 ・PT 訓練・そのほか

　　　　　行政

・通所の手続き
・サービス利用の手続き　
・その他

居宅系福祉サービス

・居宅介護・外出支援
・そのほか

児童発達支援事業所

相談支援事業所

ライフステージに応じた相談支援（生後～就学前）

学校・教育委員会

医療機関・療育センター

・ST 訓練・OT 訓練・
・そのほか

行政

・通所の手続き
・サービス利用の手続き　
・その他

居宅系福祉サービス

・居宅介護・外出支援
・そのほか

放課後等デイサービス

相談支援事業所

ライフステージに応じた相談支援（小学校～高校卒業）

　・家庭、幼稚園、保育園からの

　　途切れの無いサポート作り

 ・新しい環境への療育支援が継続さ

　れる情報の整理と新たな支援者へ

  の情報発信

  ・新たな環境（学校、特別支援学校）

　　 との新たな支援ネットワーク

　　　　　作り

　　　　

就労・日中活動

・一般就労

。就労継続支援 A 型、B 型

・就労移行支援

・生活介護

住居

　・グループホーム
　・施設入所支援

病院・訪問介護
　 行政

・サービス利用の手続き
・そのほか

居宅系福祉サービス

・居宅介護・外出支援
・そのほか

地域の社会資源

・民生委員
・ボランティア
・各種相談機関

相談支援事業所

～ 次のステージへの移行支援 ～

　　≪就労・社会への相談≫

　　・就労へのチャレンジ

　・家族から自立へのチャレンジ

ライフステージに応じた相談支援（高校卒業後）

途　切　れ　の　無　い　サ　ポ　ー　ト

ま
ず
は
管
轄
の
福
祉
事
務
所

ま
た
は
保
健
セ
ン
タ
ー
に
相
談

申
請
書
類
に
ご
記
入
頂
き
、
相
談
し
た
い

「
相
談
支
援
事
業
所
」
を
選
び
、
選
ん
だ

「
相
談
支
援
事
業
所
」
に
電
話
を
か
け
、

相
談
の
日
程
を
決
め
る
。

「
相
談
支
援
事
業
所
」
と
契
約

相
談
支
援
専
門
員
が
面
接
し
、

「
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
」
を

作
成
し
ま
す

相談支援専門員を利用するには‼
途切れない、つながる支援を目指して


